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平成２８年（ワ）第２４５４３号 損害賠償請求事件      

原  告  柳田 辰雄 

被  告  国立大学法人東京大学  

原告準備書面 （４）  

２０１７年 ２月２７日 

東京地方裁判所民事第１４部合２Ａ係 御中 

 

原告訴訟代理人 弁護士  柳 原  敏 夫 

 

本書面は、第１に、学問の自由の侵害の具体的な内容に関する原告主張の整理、

第２に、２４日提出の被告第２準備書面に対する反論を述べたものである。 
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１、「本件人事１の違法な手続と原告の学問の自由の侵害との関係」に関する原告

主張の整理 

 本件人事１（その意味は原告準備書面（２）第１、１で述べた通り）の違法な分

野変更手続の結果、いかなる態様により本学融合（その意味は原告準備書面（３）

２(2)で述べた通り）の研究に重大な支障を来たし、学問の自由を侵害したかについ

て、従前、原告準備書面（２）及び同（３）でおこなった原告主張を次の通り整理
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する。 

 すなわち、本件人事１の違法な分野変更手続の結果、次の２つの態様により本学

融合の研究に重大な支障を来たした。この２つの態様の詳細は各原告準備書面の当

該箇所で主張した通りである。 

①．国際政策協調学の新任教授の採用が実現せず、その結果、原告と当該新任教授

との本学融合の研究に重大な支障を来たした（原告準備書面（３）２参照）。 

②．分野変更後の社会的意思決定で教授が採用された結果、制度設計講座の教授の

定員枠は埋まり、教授ポストの国際政策協調学分野は自動的に廃止となった。その

結果、本件人事１ののち、これまで通りの国際政策協調学分野の教授人事を実施す

ることは不可能となり、原告と国際政策協調学の新任教授との本学融合の研究に重

大な支障を来たした（原告準備書面（２）第１、８参照）。 

 

２、中間判決の申立て 

「国際政策協調学」分野を「社会的意思決定」分野に変更した手続（以下、本件

分野変更手続という）が違法であり、その結果、原告が取り組んできた本学融合に

重大な支障を来たしたことを具体的に主張した原告準備書面（２）に対し、被告は

今般提出の第２準備書面の第１において、《かかる主張は前訴における主張とまっ

たく同一であり、‥‥紛争を蒸し返すものといわざるを得ない》（１頁）と答弁書及

び第１準備書面とまったく同一の主張を蒸し返している。 

しかし、原告が既に原告準備書面(１)第２で、「本訴が前訴の蒸し返しでない」こ

とを個別具体的に立証しているの対し、（今般、湊准教授の論点では速やかに証拠を

提出する）被告は、これに対する個別具体的な反証を何一つ実行しない。 

 原告は、今回で、原告の請求原因事実とこれを基礎づける証拠を一通り提出し終

わり、今後は、証人尋問の実施を希望している。よって審理の整理、証人尋問のた

めに、請求原因事実に対する被告の認否は不可欠であるが、被告は今なお、それす

ら果していない。 
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そこで、原告は、「本訴は前訴の蒸し返しであり、訴え却下されるべき」であると

いう被告主張について、裁判所の中間判決の判断を求めるものである。 

 

３、「本件人事１のあと、教授ポストの国際政策協調学分野は廃止されたか」につ

いて 

(1)、原告主張に対する被告の擬制自白の成立 

 今般、被告は、第２準備書面第２で原告準備書面（２）第２に対する反論を行っ

た。しかし、以下の原告主張、 

《被告の主張は、国際政策協調学の教授人事の分野変更によっても、国際政策協調

学の准教授ポストは廃止にならないというにとどまり、国際政策協調学の教授ポス

トが廃止になることは否定していない。なぜなら‥‥》 

に対しては黙したままでこれを争わない。すなわち本訴にとって核心的な事実であ

る「本件人事１のあと、教授ポストの国際政策協調学分野は廃止された」ことにつ

いて、被告は明らかに争わないものであると解される（もし争う気があるのなら、

速やかに主張すべきである）。 

(2)、前訴の湊准教授の陳述書（乙８）について 

 今般、被告は、前訴の湊准教授の陳述書（乙８）のプロフィールの中に、《国際政

策協調学分野において准教授を勤めております》と記載されていると主張する。 

 この点、湊氏に確認したところ、裁判の陳述書作成は初めての経験であり、本文

以外の陳述書の様式・前書きは原告代理人に任せたため、この誤記（原告代理人が

誤まって記載）に気がつかないまま、署名捺印したものである。二審でこの誤記に

気がついたので、二審の陳述書（甲５６）作成時には当該誤記は削除した、という

ものである。 

 いずれにせよ、湊准教授の研究教育分野は遅くとも２００５年９月以後「協調政

策科学」であり、それは単なる彼個人の認識ではなく、当時の国際環境基盤学大講

座全体の了解事項であった。その事実は、前回提出済みの書証である甲４１号証、
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すなわち湊氏の分野が「協調政策科学」と記載された平成１８（２００６）年度入

試案内書が２００５年１１月１０日開催の上記大講座会議で審議・了解された上で

作成されたことが同会議議事録（甲５７）３(2)の記載からも明らかである。 

以 上 


